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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
関
係
助
成
金
等
の
見
直
し

一
・
二

（
略
）

三

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
制
度
の
改
正

正
社
員
化
コ
ー
ス
助
成
金
に
つ
い
て
、
人
材
開
発
支
援
助
成
金
に
係
る
訓
練
修
了
加
算
措
置
の
対
象
と
な
る
訓
練

に
、
四
の
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
の
対
象
と
な
る
訓
練
等
（
四
の
１
の

の

イ
に
規
定
す
る
情
報
技
術
分

(一)

(５)

野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
を
除
く
。
）
を
追
加
す
る
こ
と
。

【
参
考
】

四

人
材
開
発
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

１

人
材
開
発
支
援
助
成
金
制
度
に
お
い
て
、
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
を
創
設
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
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ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、

に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と

(一)

(二)

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
、
雇
保
則
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
ニ

に
規
定
す
る
長
期
教
育
訓
練
休
暇

(２)

制
度
を
導
入
し
て
い
る
事
業
主
及
び

の

の
ロ
の

の
措
置
の
う
ち
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
る
措
置
に
係
る

(一)

(６)

(イ)

制
度
の
み
を
新
た
に
導
入
し
た
事
業
主
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
対
応
す
る
額
の
人
材
開
発
支
援
コ
ー
ス
助
成

金
の
支
給
は
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(一)

雇
保
則
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

、

及
び

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、

(１)

(１)
(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅴ)

(ⅶ)

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
（
職
業
訓
練
等
、
職
業
能
力
開
発
の
た
め
の
休
暇
、
職
業
能
力
の
評
価
、
キ
ャ

リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
そ
の
他
の
職
業
能
力
開
発
に
関
す
る
計
画
で
あ
っ
て
一
年
ご
と
に
定
め
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
受
け
さ
せ
る
計
画
的
な
定
額
制
の
職
業
訓

練
等
（
専
門
的
な
知
識
若
し
く
は
技
能
を
追
加
し
て
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
職
業
訓
練
等
又
は
新

た
な
職
業
に
必
要
な
知
識
若
し
く
は
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
職
業
訓
練
等
で
あ
っ
て
、
一
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定
期
間
当
た
り
定
額
で
受
講
回
数
を
定
め
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
「
定
額
制
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け

さ
せ
る
事
業
主
（
当
該
定
額
制
訓
練
の
期
間
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
所
定
労
働
時
間
労
働
し
た
場
合
に
支

払
わ
れ
る
通
常
の
賃
金
の
額
を
支
払
う
事
業
主
に
限
る
。)

で
あ
る
こ
と
。

ロ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
を
提
出
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
前
の
日
か
ら
都
道
府
県
労
働
局

長
に
対
す
る
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
の
受
給
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
提
出
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
当
該
年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
事
業
主
（
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ

り
解
雇
し
た
事
業
主
を
除
く
。)

以
外
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

雇
保
則
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

、

、

及
び

に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、
次
の
い

(２)

(１)
(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅴ)

(ⅶ)

ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
が
自
発
的
な
職
業
能
力
開
発
を
受
け
る

た
め
に
当
該
事
業
主
以
外
の
者
が
行
う
職
業
訓
練
等
（
専
門
的
な
知
識
若
し
く
は
技
能
を
追
加
し
て
習
得
さ

せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
職
業
訓
練
等
又
は
新
た
な
職
業
に
必
要
な
知
識
若
し
く
は
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
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と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受

け
、
ロ
の
制
度
に
基
づ
き
、
被
保
険
者
が
負
担
し
た
当
該
自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
の
費
用
の
全
部
又
は

一
部
を
補
助
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ロ

労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
に
要
す
る
経
費
を
負

担
す
る
制
度
を
整
備
し
て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ハ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
を
提
出
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
前
の
日
か
ら
都
道
府
県
労
働
局

長
に
対
す
る
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
の
受
給
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
提
出
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
当
該
年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
事
業
主
（
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ

り
解
雇
し
た
事
業
主
を
除
く
。)

以
外
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ニ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
の
離
職
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い

る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

雇
保
則
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

、

及
び

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、

(３)

(１)
(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅴ)

(ⅶ)
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次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
高
度
な
情
報
技
術
の
利
用
の
た
め
の

能
力
及
び
知
識
を
向
上
さ
せ
る
職
業
訓
練
等
（
専
門
的
な
知
識
若
し
く
は
技
能
を
追
加
し
て
習
得
さ
せ
る
こ

と
又
は
新
た
な
職
業
に
必
要
な
知
識
若
し
く
は
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
（
学
校
教
育

法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学
院
を
含
む
。
）
に
お
い
て
実
施
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
「
高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主
（
当

該
高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
の
期
間
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
所
定
労
働
時
間
労
働
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ

る
通
常
の
賃
金
の
額
を
支
払
う
事
業
主
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
を
提
出
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
前
の
日
か
ら
都
道
府
県
労
働
局

長
に
対
す
る
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
の
受
給
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
提
出
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
当
該
年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
事
業
主
（
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ

り
解
雇
し
た
事
業
主
を
除
く
。
）
以
外
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。
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ハ

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

情
報
通
信
業
（
統
計
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
統
計
基
準
で
あ
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る

(イ)
大
分
類
Ｇ
―
情
報
通
信
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(ロ)

及
び

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
最
新
の
情
報
処
理
技
術
の
変
化
に
よ
る
影
響
を
踏
ま
え
た
観
点
か

(ハ)

(イ)

(ロ)

ら
、
企
業
経
営
の
方
向
性
及
び
情
報
処
理
技
術
の
活
用
の
方
向
性
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
事
業
内
職
業
能
力
開
発
計
画
を
作
成
し
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

雇
保
則
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

、

及
び

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、

(４)

(１)
(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅴ)

(ⅶ)

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
将
来
に
お
い
て
成
長
発
展
が
期
待
さ

れ
る
分
野
等
に
関
連
す
る
職
業
訓
練
等
（
専
門
的
な
知
識
若
し
く
は
技
能
を
追
加
し
て
習
得
さ
せ
る
こ
と
又

は
新
た
な
職
業
に
必
要
な
知
識
若
し
く
は
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
学
校

教
育
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学
院
を
含
む
。
）
に
お
い
て
実
施
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す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
成
長
分
野
等
人
材
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主
（
当
該
成
長
分

野
等
人
材
訓
練
の
期
間
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
所
定
労
働
時
間
労
働
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
通
常
の
賃

金
の
額
を
支
払
う
事
業
主
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
を
提
出
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
前
の
日
か
ら
都
道
府
県
労
働
局

長
に
対
す
る
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
の
受
給
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
提
出
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
当
該
年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
事
業
主
（
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ

り
解
雇
し
た
事
業
主
を
除
く
。
）
以
外
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

雇
保
則
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

、

及
び

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、

(５)

(１)
(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅴ)

(ⅶ)

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
（
情
報
技
術
の
利

(イ)

(ハ)

用
の
た
め
の
能
力
又
は
知
識
経
験
が
十
分
で
な
い
者
に
限
る
。
以
下
「
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業

訓
練
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
掲
げ
る
職
業
訓
練
（
情
報
技
術
の
利
用
の
た
め
の
能
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力
又
は
知
識
経
験
を
向
上
さ
せ
る
職
業
訓
練
に
限
る
。
以
下
「
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
」

と
い
う
。
）
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主
（
当
該
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
の
期
間
、
当
該
情
報

技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
対
象
者
に
対
し
所
定
労
働
時
間
労
働
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
通
常
の

賃
金
の
額
を
支
払
う
事
業
主
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

新
た
に
雇
い
入
れ
た
被
保
険
者
（
有
期
契
約
労
働
者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
で

(イ)

(５)

あ
っ
て
、
十
五
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
も
の

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
対
象
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
」
と
い

う
。
）

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
る
前
か
ら
雇
用
す
る
十
五

(ロ)
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
被
保
険
者
の
う
ち
、
新
た
に
通
常
の
労
働
者
へ
転
換
し
た
者

対
象
認
定
実
習

併
用
職
業
訓
練

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
十
五
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
も
の

学
校
教
育
法
第
八
十
三

(ハ)
条
に
規
定
す
る
大
学
（
同
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
を
含
む
。
）
と
連
携
し
た
対
象
認
定
実
習
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併
用
職
業
訓
練

ロ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
を
提
出
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
前
の
日
か
ら
都
道
府
県
労
働
局

長
に
対
す
る
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
の
受
給
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
提
出
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
当
該
年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
事
業
主
（
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ

り
解
雇
し
た
事
業
主
を
除
く
。
）
以
外
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ハ

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き
、
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
対
象
者
に
職
務
経
歴
等

記
録
書
に
よ
る
職
業
能
力
の
評
価
を
実
施
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ニ

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

情
報
通
信
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(イ)

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
人
材
開
発
統
括
官
の
定
め
る
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
当

(ロ)

(イ)
該
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
被
保
険
者
が
職
務
に
関

連
す
る
実
践
的
な
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。
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雇
保
則
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

(６)

(ⅶ)

事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
す
る
た
め
、
労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る

(イ)
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
業
主
以
外
の
者
の
行
う
職
業
訓
練
等
、
職
業
能
力
検
定
（
職
業
に
必
要
な
労
働

者
の
技
能
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
知
識
に
つ
い
て
の
検
定
を
い
う
。
）
又
は
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
（
以
下
こ
の

及
び
ロ

に
お
い
て
「
自
発
的
職
業
能
力
開
発
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
た
め
に
必
要

(イ)

(イ)

な
三
十
日
以
上
の
休
暇
（
労
働
基
準
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
と
し
て
与
え
ら
れ
る

も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
付
与
に
よ
る
自
発
的
職
業
能
力
開
発
を
受
け
る
機
会
の
確
保
等
を
通
じ

た
職
業
能
力
開
発
及
び
向
上
を
促
進
す
る
措
置
を
新
た
に
行
っ
た
又
は
既
に
行
っ
た
も
の
の
う
ち
一
定
の

要
件
を
満
た
す
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

の
措
置
の
適
用
を
受
け
る
一
定
数
の
被
保
険
者
が
生
じ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(ロ)

(イ)事
業
内
職
業
能
力
開
発
計
画
を
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
周
知
し
た
事
業
主
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業

(ハ)
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内
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き

の
措
置
に
係
る
計
画
（
以
下
「
休
暇
制
度
導
入
・
適
用
計
画
」
と
い

(イ)

う
。
）
の
作
成
及
び
周
知
を
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

休
暇
制
度
導
入
・
適
用
計
画
を
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
て
提
出
し
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(ニ)

休
暇
制
度
導
入
・
適
用
計
画
を
提
出
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
前
の
日
か
ら
都
道
府
県
労

(ホ)
働
局
長
に
対
す
る
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
の
受
給
に
つ
い
て
の
申
請
書
を
提
出
す
る
日
ま
で
の

間
（

に
お
い
て
「
基
準
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
休
暇
制
度
導
入
・
適
用
計
画
に
係
る
事

(ヘ)

業
所
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
事
業
主
（
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可

能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
解
雇
し
た
事
業
主
を
除
く
。
）
以
外
の

事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

休
暇
制
度
導
入
・
適
用
計
画
に
係
る
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
っ
て
基
準
期
間
に
離
職
し
た

(ヘ)
も
の
の
う
ち
、
当
該
基
準
期
間
に
特
定
受
給
資
格
者
と
し
て
受
給
資
格
の
決
定
が
な
さ
れ
た
も
の
の
数
等

か
ら
判
断
し
て
、
適
正
な
雇
用
管
理
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

当
該
制
度
導
入
・
適
用
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
の
離
職
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し

(ト)
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て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
す
る
た
め
、
労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る

(イ)
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
被
保
険
者
の
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
及
び
所
定
外
労
働
時
間
の
免
除
に
よ
る
自
発

的
職
業
能
力
開
発
を
受
け
る
機
会
の
確
保
等
を
通
じ
た
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
促
進
す
る
措
置
を

新
た
に
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

の
措
置
の
適
用
を
受
け
る
一
定
数
の
被
保
険
者
が
生
じ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(ロ)

(イ)事
業
内
職
業
能
力
開
発
計
画
を
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
周
知
し
た
事
業
主
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業

(ハ)
内
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き

の
措
置
に
係
る
計
画
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
短
時
間
勤
務
等
制

(イ)

度
導
入
・
適
用
計
画
」
と
い
う
。
）
の
作
成
及
び
周
知
を
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

短
時
間
勤
務
等
制
度
導
入
・
適
用
計
画
を
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
て
提
出
し
た
事
業
主
で
あ
る
こ

(ニ)
と
。短

時
間
勤
務
等
制
度
導
入
・
適
用
計
画
を
提
出
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
前
の
日
か
ら
都

(ホ)
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道
府
県
労
働
局
長
に
対
す
る
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
の
受
給
に
つ
い
て
の
申
請
書
を
提
出
す
る

日
ま
で
の
間
（

に
お
い
て
「
基
準
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
短
時
間
勤
務
等
制
度
導
入
・

(ヘ)

適
用
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
事
業
主
（
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に

事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
解
雇
し
た
事
業
主

を
除
く
。
）
以
外
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

短
時
間
勤
務
等
制
度
導
入
・
適
用
計
画
に
係
る
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
っ
て
基
準
期
間
に

(ヘ)
離
職
し
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
基
準
期
間
に
特
定
受
給
資
格
者
と
し
て
受
給
資
格
の
決
定
が
な
さ
れ
た
も

の
の
数
等
か
ら
判
断
し
て
、
適
正
な
雇
用
管
理
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

当
該
短
時
間
勤
務
等
制
度
導
入
・
適
用
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
の
離
職
状
況
を
明
ら
か
に
す
る

(ト)
書
類
を
整
備
し
て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額

(二)

(１)

(６)

に
該
当
す
る
事
業
主

定
額
制
訓
練
（
当
該
訓
練
を
十
時
間
以
上
実
施
し
た
も
の
を
い
う
。
）
（
当
該

(１)

（一）
(１)

事
業
主
が
教
育
訓
練
施
設
等
に
委
託
し
て
行
う
座
学
等
に
限
る
。
）
に
係
る
入
学
料
及
び
受
講
料
の
合
計
額
の
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百
分
の
三
十
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
四
十
五
）
（
中
小
企
業
事
業
主
に

あ
っ
て
は
、
百
分
の
四
十
五
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
六
十
）
）
の
額

に
該
当
す
る
事
業
主

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

(２)

（一）
(２)

イ

自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
（
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
及
び
同
法
第
九
十
七
条
に
規

定
す
る
大
学
院
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学
院
を
含
む
。
）
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
入
学
料
及
び
受
講
料
（
事
業
主
が

ロ
の
制
度
に
基
づ
き
負
担
し
た

(一)
(２)

額
に
限
る
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
の
百
分
の
三
十
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主

に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
四
十
五
）
の
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
を
受
け
た
被
保
険

者
一
人
に
つ
き
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
一
の
自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
の
実
施
時
間
数
の
区
分

(イ)

(ハ)

に
応
じ
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
定
め
る
額
）

(イ)

(ハ)

二
十
時
間
以
上
百
時
間
未
満

七
万
円

(イ)

百
時
間
以
上
二
百
時
間
未
満

十
五
万
円

(ロ)

二
百
時
間
以
上

二
十
万
円

(ハ)
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ロ

自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
（
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
及
び
同
法
第
九
十
七
条
に
規

定
す
る
大
学
院
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学
院
を
除
く
。
）
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
入
学
料
及
び
受
講
料
の
合
計
額
の
百
分
の
三
十
（
生
産
性
要
件
に
該
当

す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
四
十
五
）
の
額
（
そ
の
額
が
、
一
の
年
度
に
お
け
る
当
該
自
発
的
職
業

能
力
開
発
訓
練
を
受
け
た
被
保
険
者
一
人
に
つ
き
六
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
六
十
万
円
）

ハ

自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
（
学
校
教
育
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学

院
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
入
学
料
及
び
受
講
料
の
合

計
額
の
百
分
の
三
十
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
四
十
五
）
の
額
（
そ
の
額

が
、
一
の
年
度
に
お
け
る
当
該
自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
を
受
け
た
被
保
険
者
一
人
に
つ
き
二
百
万
円
を

超
え
る
と
き
は
、
二
百
万
円
）

に
該
当
す
る
事
業
主

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は

(３)

（一）
(３)

ロ
に
定
め
る
額

イ

高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
（
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
を
除
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く
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
自
ら
運
営
す
る
座
学
等
に
限
る
。
）
の
運
営
に
要
し
た
経

(イ)
費
及
び
資
格
試
験
の
受
験
手
数
料
並
び
に
高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
教
育
訓
練
施
設
等

に
委
託
し
て
行
う
座
学
等
に
限
る
。
）
に
係
る
入
学
料
、
受
講
料
及
び
資
格
試
験
の
受
験
手
数
料
の
合
計

額
の
百
分
の
六
十
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
七
十
五
）
の
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
高
度

デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
を
受
け
た
被
保
険
者
一
人
に
つ
き
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
一
の
高
度
デ
ジ

(ⅰ)

(ⅲ)

タ
ル
人
材
訓
練
の
実
施
時
間
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、

(ⅰ)

(ⅲ)

当
該
定
め
る
額
）

十
時
間
以
上
百
時
間
未
満

二
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
三
十
万
円
）

(ⅰ)

百
時
間
以
上
二
百
時
間
未
満

二
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
四
十
万
円
）

(ⅱ)

二
百
時
間
以
上

三
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
十
万
円
）

(ⅲ)
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
対
し
て
、
高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
（
座
学
等
に
限
る
。
）
を
受
け
る

(ロ)
期
間
中
に
支
払
っ
た
賃
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
労
働
時
間
数
（
当
該
被
保
険
者
一
人
に
つ



- 17 -

き
、
千
二
百
時
間
を
限
度
と
す
る
。
）
に
四
百
八
十
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
百
六
十

円
）
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
（
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
教
育
訓
練
施
設
等
に
委
託
し
て
行
う
座
学
等
に
限
る
。
）

(イ)
に
係
る
入
学
料
、
受
講
料
及
び
資
格
試
験
の
受
験
手
数
料
の
合
計
額
の
百
分
の
六
十
（
中
小
企
業
事
業
主

に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
七
十
五
）
の
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
を
受
け
た
被
保
険

者
一
人
に
つ
き
、
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
百
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
五
十
万
円
を

超
え
る
と
き
は
百
五
十
万
円
）
）

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
対
し
て
、
高
度
デ
ジ
タ
ル
人
材
訓
練
（
座
学
等
に
限
る
。
）
を
受
け
る
期

(ロ)
間
中
に
支
払
っ
た
賃
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
労
働
時
間
数
（
当
該
被
保
険
者
一
人
に
つ
き
、
千

二
百
時
間
（
当
該
被
保
険
者
に
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
訓
練

等
又
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
受
け
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
六
百
時
間
）
を
限
度
と
す
る
。
）
に
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四
百
八
十
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
百
六
十
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額

に
該
当
す
る
事
業
主

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は

(４)

（一）
(４)

ロ
に
定
め
る
額

イ

成
長
分
野
等
人
材
訓
練
（
学
校
教
育
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
大

学
院
を
除
く
。
）
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
さ
せ
る
事

業
主

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

成
長
分
野
等
人
材
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
教
育
訓
練
施
設
等
に
委
託
し
て
行
う
座
学
等
に
限
る
。
）
に

(イ)
係
る
入
学
料
、
受
講
料
及
び
資
格
試
験
の
受
験
手
数
料
の
合
計
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
（
そ
の
額
が
、

一
の
年
度
に
お
け
る
当
該
成
長
分
野
等
人
材
訓
練
を
受
け
た
被
保
険
者
一
人
に
つ
き
百
五
十
万
円
を
超
え

る
と
き
は
、
百
五
十
万
円
）

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
対
し
て
、
成
長
分
野
等
人
材
訓
練
（
座
学
等
に
限
る
。
）
を
受
け
る
期
間

(ロ)
中
に
支
払
っ
た
賃
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
労
働
時
間
数
（
当
該
被
保
険
者
一
人
に
つ
き
、
千
六

百
時
間
を
限
度
と
す
る
。
）
に
九
百
六
十
円
を
乗
じ
て
得
た
額
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ロ

成
長
分
野
等
人
材
訓
練
（
学
校
教
育
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学
院
に

お
い
て
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主

成
長
分
野
等

人
材
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
教
育
訓
練
施
設
等
に
委
託
し
て
行
う
座
学
等
に
限
る
。
）
に
係
る
入
学
料
、
受

講
料
及
び
資
格
試
験
の
受
験
手
数
料
の
合
計
額
の
百
分
の
七
十
五
の
額
（
そ
の
額
が
、
一
の
年
度
に
お
け
る

当
該
成
長
分
野
等
人
材
訓
練
を
受
け
た
被
保
険
者
一
人
に
つ
き
五
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
百
万
円
）

に
該
当
す
る
事
業
主

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

(５)

（一）
(５)

イ

情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
自
ら
運
営
す
る
座
学
等
に
限
る
。
）
の
運
営

に
要
し
た
経
費
及
び
資
格
試
験
の
受
験
手
数
料
並
び
に
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
（
当
該
事

業
主
が
教
育
訓
練
施
設
等
に
委
託
し
て
行
う
座
学
等
に
限
る
。
）
に
係
る
入
学
料
、
受
講
料
及
び
資
格
試
験

の
受
験
手
数
料
の
合
計
額
の
百
分
の
四
十
五
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
六

十
）
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
六
十
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、

百
分
の
七
十
五
）
）
の
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
を
受
け
た
情
報
技

術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
対
象
者
一
人
に
つ
き
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
一
の
情
報
技
術
分

(イ)

(ハ)
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野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
の
実
施
時
間
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
を
超
え
る

(イ)

(ハ)

と
き
は
、
当
該
定
め
る
額
）

十
時
間
以
上
百
時
間
未
満

十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
十
五
万
円
）

(イ)

百
時
間
以
上
二
百
時
間
未
満

二
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
三
十
万
円
）

(ロ)

二
百
時
間
以
上

三
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
十
万
円
）

(ハ)
ロ

そ
の
雇
用
す
る
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
対
象
者
に
対
し
て
、
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習

併
用
職
業
訓
練
（
座
学
等
に
限
る
。
）
を
受
け
る
期
間
中
に
支
払
っ
た
賃
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た

労
働
時
間
数
（
当
該
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
対
象
者
一
人
に
つ
き
、
千
二
百
時
間
を
限
度

と
す
る
。
）
に
三
百
八
十
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
円
）
（
中
小
企

業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
七
百
六
十
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
百
六
十
円
）

を
乗
じ
て
得
た
額

ハ

情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
（
座
学
等
を
除
く
。
）
を
受
け
た
情
報
技
術
分
野
認
定
実
習
併

用
職
業
訓
練
対
象
者
の
一
人
に
つ
き
、
十
一
万
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
十
四
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万
円
）
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
二
十
万
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、

二
十
五
万
円
）
）

に
該
当
す
る
事
業
主

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は

(６)

(一)
(６)

ロ
に
定
め
る
額

イ

イ
に
該
当
す
る
事
業
主

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

(一)
(６)二

十
万
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
二
十
四
万
円
）
（

イ

の
措
置
を

(イ)

(一)
(６)

(イ)

新
た
に
行
っ
た
事
業
主
に
限
る
。
）

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
に
与
え
た
有
給
休
暇
の
日
数
（
当
該
被
保
険
者
一
人
に
つ
き
、
百
五
十
日
間

(ロ)
を
限
度
と
す
る
。
）
を
合
計
し
た
数
に
六
千
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
七
千

二
百
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

ロ
に
該
当
す
る
事
業
主

二
十
万
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
二
十
四
万

(一)
(６)

円
）

２

一
の
年
度
に
お
い
て
、
１

に
該
当
す
る
事
業
主
の
一
の
事
業
所
（
年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
又
は
休
暇
制
度
導

（一）
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入
・
適
用
計
画
に
基
づ
く
一
の
事
業
所
を
い
う
。
）
に
係
る
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
（
成
長
分
野
等
人
材

訓
練
を
除
く
。
こ
の
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
が
一
千
五
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
１

及
び

に
か
か
わ
ら

（一）

（二）

ず
、
一
千
五
百
万
円
を
当
該
事
業
所
の
事
業
主
に
対
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
人
へ
の
投
資
促

進
コ
ー
ス
助
成
金
の
う
ち
自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
の
同
助
成

金
の
額
が
二
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
自
発
的
職
業
能
力
開
発
訓
練
の
同
助
成
金
の
額
は
二
百
万
円
と
す
る

こ
と
。

３

一
の
年
度
に
お
い
て
、
１

に
該
当
す
る
事
業
主
の
一
の
事
業
所
（
年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
基
づ
く
一
の
事
業

（一）

所
を
い
う
。
）
に
係
る
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
（
成
長
分
野
等
人
材
訓
練
に
限
る
。
）
の
額
が
一
千
万
円

を
超
え
る
と
き
は
、
１

及
び

に
か
か
わ
ら
ず
、
一
千
万
円
を
当
該
事
業
所
の
事
業
主
に
対
し
て
支
給
す
る
も
の

（一）

（二）

と
す
る
こ
と
。

４

１
か
ら
３
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
は
、
国
等
に
対
し
て
は
、
支
給
し
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
に
つ
い
て
第
百
三
十
九
条
の
四
及
び
第
百
四
十
条
の
三
の
準
用
規
定
を
定
め
る
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こ
と
と
し
、
当
該
規
定
に
必
要
な
読
替
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


